
令和 8年度事業計画 
（令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日） 

 

１．基本方針 

 当会の目的である、「税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行

い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与するととも

に、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献する」ことを活動の基本方針とします。 

公益財団法人全国法人会総連合、一般社団法人岩手県法人会連合会と連絡協調をはかり、税

の啓発活動、社会貢献活動の推進、経営支援事業の充実、会員支援事業、組織の充実・強化、

福利厚生制度等の一層の推進を行います。 

税務行政のデジタル・トランスフォーメーションの周知並びに税制改正事項へ対応する研

修・広報活動を推進いたします。 

原材料価格の高騰、深刻な人手不足など企業経営を取り巻く環境が厳しい状況のなか、国の

税制改正の行方を注視しながら、中小企業に実効性ある支援と税制措置の要望活動や、研修会

や情報発信を行い企業経営支援に努めてまいります。 

 

２．主な事業計画 

Ⅰ 公益関係 

公１ 税知識の普及と納税意識の高揚並びに税の提言に関する事業 

 １．税知識の普及を目的とする事業（公 1－1） 

   会員はじめ広く一般の企業及び市民を対象として、税法・税務に関する説明会・研修会・

講演会等を税務当局・税理士会などの協力のもと開催します。 

⑴ 新設法人説明会 

⑵ 法人決算申告説明会 

⑶ 租税教室（青年部会） 

⑷ 税務研修会 

⑸ 税務講演会 

⑹ 年末調整説明会 

⑺ 税務講演会（青年部会） 

⑻ 税務セミナー（青年部会） 

⑼ 税務セミナー（女性部会） 

⑽ 税金教室（女性部会） 

⑾ 税務研修会（支部） 

 

 ２．納税意識の高揚を目的とする事業（公 1－2） 

   次世代を担う児童を対象に、税の理解と税に関する意識啓発を促すことによる納税意識

の高揚に努めます。 

   広報「法人ニュース胆江」及び、ホームページに、税法・税制・税務情報の掲載、また、



全法連発行「ほうじん」のほか、税に関する冊子・資料等を配布し、会員のみならず、広

く一般企業及び市民への税情報の提供・啓発活動に努めます。 

⑴ 小学生による税のポスター展（青年部会） 

⑵ 小学生の税に関する絵はがきコンクール（女性部会） 

⑶ ホームページ及び広報紙による税情報の発信事業 

① ホームページでの情報発信 

② 会報「法人ニュース胆江」の発行 

③ 全法連情報誌「ほうじん」の配布 

④ 「会社取引をめぐる税務Ｑ＆Ａ」「源泉所得税実務のポイント」「税制改正のあらまし」

「会社の決算・申告の実務」等 税に関する冊子の配布 

⑤ e‐Tax の普及拡大・利用推進 

⑥ 事業者のデジタル化促進 

⑦ 社会・経済情報週刊メールマガジンの配信 

⑧ 企業の税務コンプライアンス向上のための「自主点検チェックシート」（国税庁後援）

活用の推進 

 

 ３．税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業（公 1－3） 

税のオピニオンリーダーとして、公平で健全な税制の実現を目指して、会員企業の意見

や要望を反映しながら、税のあるべき姿や将来像を見据えて建設的な提言を行います。 

厳しい経営環境を踏まえ、中小企業の活性化に資する税制措置、財政健全化の提言を行

います。 

⑴ 全法連「令和 9 年度税制改正に関する提言」にむけ会員アンケートの実施 

⑵ 全法連「令和 9 年度税制改正に関する提言」を国会議員、自治体、議会へ要望活動 

⑶ 全法連全国大会への参加（令和 8 年 10 月茨城大会） 

⑷ 全法連全国青年の集いへの参加（令和 8 年 11 月島根大会） 

⑸ 全法連全国女性フォーラムへの参加（令和 8 年 4 月埼玉大会） 

 

公２ 地域企業の健全な発展及び地域社会への貢献を目的とする事業 

 １．地域企業の健全な発展に資する事業（公 2－1） 

   会員はじめ広く一般の企業及び市民を対象として、企業経営向上に資する各種講演会・

研修会を実施し、経営支援に努めます。 

⑴ 社長大学（講演会） 

40 周年記念講演 

⑵ 実務セミナー 

経営、財務、労務、社員教育、人材育成等研修会 

⑶ インターネットセミナーの配信 

インターネットでセミナーを視聴し様々な経営情報等を取得できるサービス（無料） 

経営、研修・人材育成、労務、実務家、税務・経理、政治・経済、環境・健康等 



⑷ 講演会 

⑸ 講演会（青年部会） 

⑹ 講演会（女性部会） 

⑺ 研修会（支部） 

 

 ２．地域社会への貢献を目的とする事業（公 2－2） 

   地域社会との共生を図り、地域社会貢献活動を行います。 

⑴寄附寄贈事業 

   ①ゴルフコンペ 

   ②バザー（女性部会） 

 

Ⅱ 共益関係 

 １．会員支援事業（他 1） 

   会員間相互の親睦交流事業等を行います。 

⑴ 総会懇親会 

⑵ 新年賀詞交歓会 

  ⑶ ゴルフコンペ 

  ⑷ 会員交流会 

  ⑸ 会員交流会（支部回り） 

  ⑹ 社長大学 40周年記念研修会 

  ⑺ 会員交流会（支部） 

  ⑻ 総会懇親会（青年部会） 

  ⑼ 会員交流会（青年部会） 

⑽ 視察研修会（青年部会） 

  ⑾ 県法連青年部会研修の集いへの参加（久慈） 

  ⑿ 総会昼食会（女性部会） 

⒀ 会員交流会（女性部会） 

⒁ 移動研修会（女性部会） 

⒂ 県法連女性部会特別研修の集いへの参加（盛岡） 

  ⒃ 財政健全化のための健康経営プロジェクトの推進（青年部会） 

  ⒄ 食品ロス削減の周知・啓発活動（女性部会） 

 

 ２．会員増強事業（他 1） 

厳しい社会・経済情勢の下、会員数の減少傾向が続いている中で、組織の充実・強化と

財政基盤の確立を図るため、青年部会・女性部会連携のもと、新設法人・未加入法人に加

入勧奨を行うとともに、会員の退会防止にも努めながら、会員増強を図ります。 

   青年部会、女性部会の会員増強を行います。 

 



 ３．福利厚生事業（他 1） 

   会員企業のリスクの保全と財政基盤の安定化のため、取扱 3 社との連携を一層強化しな

がら次の福利厚生事業を推進します。 

⑴ 経営者大型総合保障制度         取扱会社：大同生命・ＡＩＧ損保 

⑵ ビジネスガード             取扱会社：ＡＩＧ損保 

  ⑶ がん保険、医療保険、介護保険      取扱会社：アフラック 

 

Ⅲ 管理関係 

 １．表彰 

  ・優良経理担当者表彰 

  ・会員増強推進表彰 

  ・永年勤続功労役員表彰 

２．会運営のため諸会議の開催 

 ・総会 

  ・理事会 

  ・監査会 

 ・委員会 

  ・事務局会議 

  ・青年部会定時総会 

  ・青年部会役員会 

  ・女性部会定時総会 

  ・女性部会役員会 

  ・支部役員会 

 ３．上部団体並びに関係機関主催会議への出席 

 ４．その他 

 ・ホームページの充実、ＳＮＳを活用した情報発信を行います。 

  ・デジタル化、オンラインを活用した会運営に取り組みます。 

  ・組織運営の在り方を検討します。 

 


